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三

訓
　
　
　
令

山
梨
県
訓
令
甲
第
三
号

本
　
　
　
　
　
　
　
　
庁

出
　
　
先
　
　
機
　
　
関

山
梨
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
運
営
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
運
営
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
運
営
規
程
（
昭
和
四
十
五
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
及
び
第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
相
談
及
び
苦
情
の
処
理
）

第
三
条
　
消
費
生
活
に
関
す
る
相
談
及
び
苦
情
の
処
理
は
、
次
の
と
お
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
消
費
者
に
対
す
る
情
報
提
供
、
助
言
、
あ
つ
せ
ん
及
び
法
律
相
談

二
　
国
民
セ
ン
タ
ー
そ
の
他
の
関
係
機
関
に
対
す
る
照
会

三
　
事
業
者
に
対
す
る
照
会
、
調
査
及
び
要
望

２

相
談
者
が
山
梨
県
消
費
生
活
紛
争
処
理
委
員
会
に
よ
る
相
談
及
び
苦
情
の
処
理
を
希
望
す
る
場
合

は
、
そ
の
内
容
を
審
査
し
た
う
え
で
、
企
画
部
長
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

３

相
談
及
び
苦
情
の
内
容
に
よ
り
行
政
的
な
措
置
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
企
画
部
長
に
そ
の
処
理
を
依
頼
す
る
も
の
と
す
る
。

（
相
談
及
び
苦
情
の
受
付
）

第
四
条
　
相
談
及
び
苦
情
の
受
付
は
、
次
に
掲
げ
る
日
を
除
き
、
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
と
す

る
。

一
　
日
曜
日
及
び
土
曜
日

二
　
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
日

三

十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
一
月
三
日
ま
で
の
日
（
前
号
に
掲
げ
る
日
を
除
く
。）

第
十
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

第
九
条
中
「
五
日
」
を
「
末
日
」
に
、「
事
業
実
施
状
況
報
告
書
（
第
三
号
様
式
）
を
作
成
し
、」
を

「
事
業
実
施
状
況
を
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

第
八
条
中
「
別
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
年
度
及
び
月
ご
と
」
を
「
毎
年
三
月
末
日
ま
で
に
翌
年
度
」

に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

第
七
条
を
第
八
条
と
し
、
第
六
条
を
第
七
条
と
す
る
。

第
五
条
中
「
生
活
講
座
」
を
「
消
費
生
活
講
座
」
に
改
め
、「
、
若
し
く
は
移
動
消
費
生
活
セ
ン
タ

ー
を
開
設
し
」
を
削
り
、
同
条
を
第
六
条
と
す
る
。

第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
商
品
の
テ
ス
ト
）

第
五
条
　
商
品
の
テ
ス
ト
は
、
消
費
生
活
に
必
要
な
商
品
を
対
象
と
し
、
商
品
の
安
全
、
衛
生
、
機
能

等
に
関
し
、
次
の
と
お
り
行
う
も
の
と
し
、
必
要
に
応
じ
、
他
の
試
験
研
究
機
関
に
委
託
す
る
こ
と

と
す
る
。

一

消
費
者
か
ら
テ
ス
ト
の
申
出
の
あ
つ
た
商
品
又
は
苦
情
申
出
者
が
持
参
し
た
商
品
に
つ
い
て
、

必
要
に
応
じ
、
速
や
か
に
テ
ス
ト
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
を
申
出
者
に
回
答
す
る
こ
と
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
は
、
商
品
を
受
領
し
た
時
点
に
お
け
る
商
品
の
状
態
を
確
認
し
、
記
録
し
て
お
く
こ

と
。

二

消
費
生
活
に
必
要
な
商
品
の
品
質
機
能
等
に
つ
い
て
の
資
料
を
収
集
し
、
か
つ
、
活
用
す
る
目

的
の
た
め
試
買
商
品
の
テ
ス
ト
を
実
施
し
た
場
合
は
、
速
や
か
に
そ
の
結
果
を
ま
と
め
、
必
要
に

応
じ
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
こ
と
。

三

消
費
者
が
安
全
で
品
質
の
優
れ
た
商
品
を
選
択
す
る
知
識
及
び
技
能
の
修
得
を
目
的
と
す
る
体

験
学
習
に
お
い
て
テ
ス
ト
を
実
施
す
る
場
合
は
、
必
要
に
応
じ
、
情
報
の
提
供
を
す
る
こ
と
。

２

テ
ス
ト
の
結
果
、
行
政
的
な
措
置
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
企
画
部
長

に
そ
の
処
理
を
依
頼
す
る
こ
と
。

別
表
を
削
る
。

第
一
号
様
式
か
ら
第
三
号
様
式
ま
で
を
削
る
。

附
　
則

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
七
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
十
五
年

三
月
三
十
一
日

号
外
第
二
十
七
号

月　曜　日



こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
訓
令
甲
第
四
号

本
　
　
　
　
　
　
　
　
庁

出
　
　
先
　
　
機
　
　
関

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
の
特
例
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
十
七
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
中
「
成
人
指
導
課
、
児
童
指
導
課
」
を
「
成
人
支
援
課
、
児
童
支
援
課
」
に
、「
児
童
一
寮
指

導
課
、
児
童
二
寮
指
導
課
、
成
人
一
寮
指
導
課
、
成
人
二
寮
指
導
課
及
び
訓
練
指
導
課
」
を
「
児
童
一

寮
支
援
課
、
児
童
二
寮
支
援
課
、
成
人
一
寮
支
援
課
、
成
人
二
寮
支
援
課
及
び
自
立
支
援
課
」
に
改
め

る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
訓
令
甲
第
五
号

本
　
　
　
　
　
　
　
　
庁

出
　
　
先
　
　
機
　
　
関

地
方
労
働
委
員
会
事
務
局

山
梨
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
第
一
項
の
表
知
事
の
部
部
長
の
項
中
「
、
山
梨
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
所
長
」
及
び
「
、
山

梨
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
副
所
長
（
所
長
の
指
定
す
る
者
に
限
る
。）」
を
削
る
。

第
四
条
第
六
項
中
「
に
実
費
を
そ
え
、
破
損
の
」
を
「
を
、
破
損
の
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
訓
令
甲
第
六
号

本
　
　
　
　
　
　
　
　
庁

出
　
　
先
　
　
機
　
　
関

職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

「

防
災
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に

別
表
中
　
　
消
防
防
災
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
北
巨
摩
郡
双
葉
町
字
津
谷

よ
る
活
動
業
務

「

山
梨
市
上
神
内
川

東
八
代
郡
石
和
町
市
部

西
八
代
郡
市
川
大
門
町

南
巨
摩
郡
中
富
町
切
石

市
町
村
課
　
　
　
　
　
市
町
村
合
併
支
援
業
務
　
中
巨
摩
郡
竜
王
町
篠
原

北
巨
摩
郡
須
玉
町
若
神
子

を

南
都
留
郡
河
口
湖
町
船
津

」

北
都
留
郡
上
野
原
町
上
野

原

防
災
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に

消
防
防
災
課
　
　
　

北
巨
摩
郡
双
葉
町
字
津
谷

よ
る
活
動
業
務

「

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
七
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

二



廃
棄
物
対
策
の
企
画
及

に
、

環
境
整
備
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
北
巨
摩
郡
明
野
村
上
手

び
総
合
調
整
の
事
務

」

「

農
畜
産
物
の
流
通
情
報

東
京
都
大
田
区
東
海
三
丁

を
　
　
果
樹
食
品
流
通
課

の
収
集
及
び
提
供
並
び

目

に
需
要
促
進
対
策
業
務

」

に
、
「
中
巨
摩
郡
櫛
形
町
」
を
「
南
ア
ル
プ
ス
市
」
に
改
め
、
東
京
事
務
所
の
項

」

を
削
り
、「
材
木
育
種
業
務
」
を
「
林
木
育
種
業
務
」
に
、「
富
沢
町
」
を
「
南
部
町
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
訓
令
甲
第
七
号

土
　
　
　
木
　
　
　
部

地

域

振

興

局

山
梨
県
砂
防
管
理
員
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
砂
防
管
理
員
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
砂
防
管
理
員
規
程
（
昭
和
五
十
七
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
第
二
号
中
「
山
梨
県
砂
防
指
定
地
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
山
梨
県
規
則
第
十
四
号
。
以

下
「
管
理
規
則
」
と
い
う
。）
第
三
条
各
号
」
を
「
山
梨
県
砂
防
指
定
地
管
理
条
例
（
平
成
十
五
年
山

梨
県
条
例
第
七
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
第
二
条
各
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
管
理
規

則
第
四
条
」
を
「
条
例
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
管
理
規
則
第
十
二
条
」
を

「
条
例
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
を
削
り
、
同
条
第
六
号
を
同
条
第
五

号
と
す
る
。

第
三
条
中
「
管
理
規
則
」
を
「
条
例
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
七
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

三



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
七
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

四


